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　2025 年 3月 24日正午に 2026 年度の新規のH1Bビザ申請
の受付が終了しました。３月末の抽選に当選した人は４月から
６月の間にH1Bを申請できます。もし、６月末までに年間枠が
償却されなければ、７月に第２抽選で残枠分の申請者が選ばれ
ます。今年のH1B抽選に当選しなかった人は下記の選択肢を検
討できます。

【H1B枠免除枠】大学機関、非営利の大学と連携プログラムが
ある機関（例：大学から研修生を受けいれている病院など）、も
しくは政府や民間の非営利のリサーチ団体などH1B枠免除の非
営利団体が雇用主としてH1Bを申請することができます。これ
が承認されれば、本来ならばH1B枠を必要とする雇用主が第２
雇用主としてH1Bを申請することができます。枠免除の雇用主
のもとで就労が続く限り、第２雇用主の下で仕事を続けること
ができます。枠免除団体の就労を辞めて、第２雇用主の元だけ
で働くためには、第２雇用主が翌年の年度枠で新たにH1Bを申
請しなければなりません。H1Bはフルタイムでもパートタイム
でも申請できます。

【STEM/OPT 延長】F1 学生の場合、OPT 就労許可書を１２ヵ月
間まで申請できますが、STEM学位の学生はOPT をさらに２年
延長することができます。この STEM-OPT 申請は、雇用主が E 
Verify に加入することが条件で、雇用主は研修目的を明確にし
た研修計画書を提出する必要があります。STEM学生はOPT を
合計 36ヶ月申請できるので、この間最多３回までH1Bを申請
することができます。ただし、追加 24ヶ月の STEM-OPT 期間
は 60日以上非雇用状態が続くとOPT が失効するので注意が必
要です。

【F1プログラム延長】OPT や STEM-OPT の残り期間が少ない場
合、大学の他のプログラムに入学して F1学生滞在資格を延長
することもできます。OPT は各学位毎に申請できるので、別の
学位プログラムに入学すれば再度OPT を申請することができま
す。また学位プログラムの一環として企業研修がある場合、或
は大学の所属学位部門が大学外での雇用が学業に有益であると
認めた場合は、学校が CPT（Curriculum Practical Training）に
よる就労を認めてくれる場合もあります。ただし、CPT を１2
か月間フルに使った場合は、OPTが申請できなくなるので注意
が必要です。

【研修ビザ】
• Ｊ１企業研修（経験有）. 米国外の大卒で１年間の関連経験
があれば、J1企業研修ビザを申請することもできます。米
国外の大卒でなければ、米国外で５年間の関連職務経験が
必要となります。研修期間は一般に１８カ月まで、ホテル、
旅行などのホスピタリティー関連事業の場合は 12カ月ま
でとなります。

• H3 企業研修（経験無）. アメリカでの研修に関連する学歴

や職歴がない場合は、H3研修ビザを検討することもできる
でしょう。ただし、H3は J1 とは異なり、教室内での研修
が主体となるため、実地研修は最小限にとどめなければな
りません。研修期間は最長で２年間ですが、２年間全部使っ
た場合、国外に６ヵ月でていなければその後にＨ１ＢやＬ
ビザを申請することはできません。年間５０人の申請者に
発行される障害児特殊教育プログラムに参加する場合は 18
カ月までの研修となります。

• J1 インターン . アメリカ国外の大学に在籍して１年が経過
している、或はアメリカ国外の大学卒業後一年以内であれ
ば、アメリカ企業でＪ１インターンビザを 12ヵ月間まで
申請することができます。

【L関連企業間転勤ビザ】OPT の期間終了後に米国外の関連会社
で最低１年間専門経験を積み、１年後に Lビザを申請するオプ
ションもあります。尚、国外の雇用主とアメリカの雇用主は親
子会社、同じ株主の関連会社など、Lビザの関連企業の条件を
満たす必要があります。

【Ｅ条約ビザ】日本人の場合、管理職経験或は専門的職務経験が
あれば、Eビザ条件を満たす日系企業がスポンサーとなり Eビ
ザを申請するオプションがあります。職務経験のない新卒者で
あれば、OPT と STEM-OPT の合計３年間に専門的経験を積み、
それをもとに Eビザを申請することも検討できます。

【日本人以外】日本人以外の場合は、カナダ・メキシコ人であれ
ば TNビザ、オーストラリア人であれば E3ビザの申請も検討で
きます。また、チリ・シンガポール人にはH1B普通申請の 6.5
万枠の中から 6,800 枠が別枠として設けられているので、これ
らの国籍保持者であれば、この枠がなくなるまでH1Bの申請も
可能です。

【B２観光滞在資格】OPT 終了後帰国する場合で、アメリカでの
滞在期間を数か月間だけ延ばしたい場合は、学生滞在資格が失
効する前に、滞在資格を B2観光カテゴリーに変更する申請を
移民局に提出することができます。申請中はアメリカに滞在し
ながら審査を待つことができます。
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